
　　　農地バンク事業について（令和８年４月から農業委員会が窓口になります）

　

　～農業者年金は３つの要件を満たせば、どなたでも加入できます～

　　要件①　２０～６５歳未満（６０歳以上は、国民年金の任意加入被保険者）

　　要件②　年間６０日以上農業に従事

　　要件③　国民年金第１号被保険者（国民年金の保険料免除者を除く）

　農業者年金のメリット

　◎終身年金です。仮に８０歳前に亡くなられた場合でも死亡一時金がご遺族に支払われます。

　◎保険料はご家族の分も含め全額社会保険料控除の対象になります。

　◎保険料は月額２万円から６万７千円の間で自由に決められます。

　◎認定農業者など一定の条件を満たす方には保険料の国庫補助があります

１　会長あいさつ　～発行に寄せて～

２　農業委員会の取り組み・・・農地の管理は適切に！

５　農機具の盗難にご注意ください！

　「全国農業新聞」は全国で発行されている週刊農業専門紙です。 農地バンク事業について

　農業政策等の解説から、農業経営・技術に関する情報、暮らしや 農業者年金に加入しませんか?

　地域に役立つ情報を、農業者目線で捉えた農業者必見の新聞です。 情報いっぱいの「全国農業新聞」を購読しませんか？

　発行日：毎週金曜日・月４回発行、購読料：月額９００円

　　　　　便利なＷＥＢ版でも購読できます。 【発行・お問い合わせ先】垂水市農業委員会事務局

住所：鹿児島県垂水市上町１１４番地（垂水市役所内）

電話：0994－32－1205（事務局直通）
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たるみず 農業委員会だより

　　お申し込みは地域の農業委員もしくは農業委員会事務局まで！

No.52

　６　国が支える老後の安心のために「農業者年金」に加入しませんか

　５　農業者に役立つ情報いっぱいの「全国農業新聞」を購読しませんか？

《目 次》

地域における耕作放棄地の解消＝農地再生のモデルとして、農地の再生作業、農作物の作

付から収穫までを委員自ら取り組むとともに、地域の子供達に農業体験の機会を提供し、農地

の大切さ、農業への理解、周知を図る目的にて、市内各地域で毎年度実施しています。令和７

年度は柊原地区の畑で、両園の園児の皆さんが参加し 播種【はしゅ：種をまくこと】（３月） と

収穫作業（６月） を行いました。

園からのお礼

収穫作業に参加した

↑新城こども園のみなさん

さざなみ保育園のみなさん→

と農業委員・推進委員

○農地バンクを通じた貸し借りの仕組み

農地バンク
（農地中間管理機構）

受け手
（耕作者）

垂水市農業委員会

事務局・委員等

窓口

貸出 借受

相談 相談

出し手
（農地所有者）

ご相談は、農業委員または、

農業委員会事務局、農協の担当窓口まで

⚫ 農地バンクは、農地所有者と耕作者の仲介役として、所有者から農地を借り受け、

耕作者へ農地を貸し出す公的機関です。

⚫ 鹿児島県では、公益財団法人鹿児島県地域振興公社が農地バンクとして認可され

ています。

⚫ 令和８年４月から、垂水市農業委員会が農地バンクの窓口になります。

耕作放棄地解消事業とは



農地の売買、贈与、貸し借り、転用等には農業委員会の許可が必要です。

事前に農業委員会にご相談ください（申請書は市ホームページで取得可能）

　日頃より農業委員会の活動にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 ◎農地の所有権移転【農地法第３条許可申請】

　令和６年度に改選された、現在の農業委員と農地利用最適化推進委員の任期も

２年が過ぎようとしております。

　　　　　　 　現在の農業は、気候だけでなく、国際情勢や消費者のニーズの変化、燃料や

資機材の高騰の影響を受けて厳しい状況が続いております。 ◎農地の転用【農地法第４条・第５条申請】

　　　垂水市では、令和７年３月に地域計画が策定され、今まで以上に担い手等への農地の集約

　　を図り、限られた農地の有効利用を推進していく必要があります。私たち、農業委員、農地

　　利用最適化推進委員は、これまで以上に農家の皆様・農地の有効活用のため尽力してまいり

　　ますのでご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

　　　また、農地に関する様々な相談についても、各地域の農業委員や推進委員、事務局までお ◎許可を受けていない所有権移転や農地の転用について

　　気軽にご相談くださいますよう、よろしくお願いいたします。 　許可を受けずに農地を売買や転用したり、許可条件に違反した場合、申請内容と異なる

内容で転用された場合には、農地法違反として、工事の中止、現状回復命令や罰則が適用

　　　　農業委員会の取り組み・・・農地の管理は適切に！ されます。

農業委員会は、一定の独立性を持った行政委員会の一つで「農業委員会等に関する

　 法律」に基づき市町村に設置が義務付けられています。垂水市農業委員会は、農業委員 　　　農機具の盗難にご注意ください！

　 10名、農地利用最適化推進委員10名で構成されています。委員会の大きな業務は、農地 農業機械の盗難被害は、３～４月に増加傾向にあります。

　 法等の規定に基づき農地の売買や貸し借り、転用申請等に対して調査・審議を行うこと 被害を防ぐための対策をお願いします！

　 と、担い手等への農地利用の集積・集約化、新規就農の促進、耕作放棄地の発生防止・ ◎エンジンキーは車体に置いたままにせず、必ず持ち帰りましょう。

　 解消を中心とした農地利用の最適化推進を図っていくことです。 ◎警報機、ハンドルロック、タイヤロック等の盗難防止用品を装置しましょう。

◎田畑、農道等、人目のつく所に農業機械を放置せず、施錠できる倉庫に保管しましょう。

◎倉庫等に、防犯灯（センサー付ライト）、防犯カメラ、防犯警報機を設置しましょう。

　毎月１回開催し、農地法等に基づく売 　毎年８月頃、市内全ての農地を調査 ◎倉庫シャッター前、敷地出入口等、想定される通路にトラック等の障害物を置きましょう。

買、貸借、転用申請等の調査・審査を行い、 し、荒廃化した農地等の所有者等に対 盗難被害に対する備え

承認・議決を行います。 し意向調査を行っています。 ◎所有している農機具の車体番号や型番、特徴を記録しておきましょう。

◎農業機械の盗難等を補償する共済（自動車・農機具共済）や保険等に加入しましょう。

万が一、盗難被害に遭った場合の対応

　農地の譲渡、貸借、あっせん等の相 　農地の所有者や耕作者を訪問し、農 ◎速やかに最寄りの警察署等に届け出るとともに、加入している共済組合や保険に連絡し、

談を受け、所有者と耕作者との仲介役 地の利用等に関する意向調査・確認を 　農協や、販売店に情報提供しましょう。

として支援を行います。 行い新たなマッチングに繋げます。

　 　農地の相続登記について～相続手続の義務化（令和６年４月１日～）

その他の取り組み 　登記簿上の所有者が死亡している場合、農地の売買や譲渡を行うことができません。

・農地に関する様々な相談やトラブルの仲介、農家への情報提供 　また、貸し借りの場合でも、相続登記が未完了の場合は、相続人の過半数以上の同意を

・農業者年金に関する相談や加入・拡大の活動 得る必要があるなど、農地を有効利用するための大きな支障となっています。適切に相続

・農業新聞の加入・促進等 登記がされずに有効利用できず荒れてしまった農地が増えてきています。大切な農地を守

り次の世代に引き継ぐためにも早めに相続登記を行いましょう。

相続登記に関するご相談は
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砂利採取場等として利用する場合でも、「一時転用」として、垂水市農業委員会（農地

の位置や面積によっては鹿児島県）の許可を受けなければなりません。

　　会長あいさつ　～発行に寄せて～

鹿児島地方法務局鹿屋支局　 (電話) 0994-43-6790まで

定例総会（毎月開催） 農地利用状況・意向調査

農地の有効利用の促進 ｢貸したい｣｢借りたい｣アンケート

　農地の売買・貸借は、農地法等の規定により、農業委員会の許可を受ける必要があり

ます。申請書類を提出し、必要な審査・農業委員による調査を経て、毎月開催する総会

での審議を受けて、許可を得なければなりません。

　農地を、住宅や工場棟の敷地、資材置き場や駐車場、山林といった農地以外の使用を

目的とする用地に変更することを「農地転用」といいます。また、一時的に資材置場や

葛迫巧会長

農地に関する様々なご相談は、お近くの農業委員、

農業委員会事務局までお気軽にお問合せください！


